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2当面の検討のスコープについて

（出典）第８回制度設計ワーキンググループ資料５－２

 制度設計ＷＧにおいて、一般送配電事業者は、あらかじめ確保する調整力（下図①）と
オンライン調整ができる電源（下図②）を活用して周波数制御及び需給バランス調整を
行うものと整理されている。

 本委員会ではまず、両者を区別せず必要となる調整力の全体量について検討することと
し、その後に、あらかじめ確保しておく量（下図①）について検討する。



3短期断面の調整力に関する具体的検討の進め方

 必要となる調整力の全体量について検討するためには、まず、電力系統において発生し
うる需要や供給力の変動に発電/小売/送配電の各事業者がどう対応するのかを確認した
うえで、実績データ等による具体的な量の分析を行う必要がある。

 本日は、需要や供給力の変動にどう対応するのかについてご議論いただきたい。

需給変動への
事業者の対応

変動量の分析 調整力確保の考え方

• 需給や供給力の変動への
発電/小売/送配電の対応
について確認

• 実績データによる変動量
の分析

• 想定による変動量の設定
• 再エネ連系量シナリオ

等

• 変動量の積み上げ方（単純積み
上げ、確率分布を畳み込み）

• 周波数変動の範囲の考え方
• 必要量の算定（必要な場合はシ

ミュレーション）
• 確保の方法（前ページ図①②の

別、他エリア期待）
等

本日議論

〔調査による代替案の検討〕
海外諸国で導入されている考え方を調査分析
（我が国への新たな手法の導入可能性も含む）

〔取り纏め〕
短期断面の調整力・予備力の
在り方の方向性を取りまとめ

適宜、反映



4検討ケース

ケース
（記載頁）

確認事項
・論点

想定する需給変動事象

30分内
需要変動

需要
想定誤差

供給力
変動

供給力
想定誤差

ケース１
（p.5）

基本的な分担の
考え方

あり — — —

ケース２
（p.6）

需要想定誤差の
調整分担

あり あり — —

ケース３
（p.7）

電源脱落時の
調整分担

あり あり 電源脱落 あり

 需給不一致の要因となりうる以下の事象について、ケーススタディを実施。



5需給変動への対応について（基本ケース）

30分間

需要曲線

実際の30分平均需要（赤実線）

時間内変動
（上げ・下げ）

一般送配電
事業者が
調整するもの

30分コマレベル
の変動

小売電気事業者
が供給力確保

すべきもの

短時間

 需要変動

 ３０分コマレベルの変動は小売電気事業者が供給力確保すべきもの。

 短時間変動及び時間内変動（実際の発電量と需要の差）は一般送配電事業者が調整。

変動

～～

実際の発電量（橙実線）

※ ここでは小売が1時間前に確定した
計画値と同一だった場合を記載

※ ここでは発電が1時間前に確定した
計画値と同一だった場合を記載



6需給変動への対応について（需要想定誤差）

30分間

１時間前に確定した
小売の計画値（赤点線）

需要曲線 ※短時間の変動は記載省略実際の30分平均需要
（赤実線）

需要側
インバランス

一般送配電
事業者が
調整するもの

小売電気事業
者が供給力確
保すべきもの

翌日計画策定時（前日）の
小売の計画値（赤一点鎖線）

翌日計画から
ＧＣまでの
見直し分
（想定誤差）

１時間前
ゲートクローズ（ＧＣ）

 需要想定誤差
 小売電気事業者は、供給力確保義務を履行するため、需要想定誤差も含めた、 大需要に応じる供給

力を確保する義務を有する。

 一方、例えば、次のような状況が発生する可能性は否定できない。こうしたリスクに応じるため、一
般送配電事業者は、どの程度の調整力を確保すべきか（いずれも、費用面の負担は、インバランス料
金として、小売電気事業者が負うこととなる点に留意が必要。）。

 小売電気事業者が、翌日計画策定～ＧＣまでの間に計画を見直す努力をせず、インバランス補給に頼る

 小売電気事業者が、翌日計画策定～ＧＣまでの間に想定誤差分の供給力を確保できない

 小売電気事業者が、ＧＣ時点において確定した需要計画に対し需要が上振れ（又は下振れ）する
（下図青斜線部分）

～～

時間内変動

系統全体と
して調整が
必要なもの



7需給変動への対応について（電源脱落）

 電源脱落

30分間

１時間前に確定した
発電・小売の計画値（赤点線）

需要曲線 ※短時間の変動は記載省略実際の30分平均需要
（赤実線）

時間内変動

需要側
インバランス

一般送配電事業者が
調整するもの

電源脱落による実際の発電量
（橙実線）

１時間前
ゲートクローズ（ＧＣ）

発電側
インバランス

 小売電気事業者は、供給力確保義務を履行するため、電源脱落リスクも含め、 大需要に応じる供給
力を確保する義務を有する。

 一方、例えば、次のような状況が発生する可能性は否定できない。こうしたリスクに応じるため、一
般送配電事業者は、どの程度の調整力を確保すべきか（いずれも、費用面の負担は、インバランス料
金として、小売電気事業者又は発電事業者が負うこととなる点に留意が必要。）。

 小売電気事業者が、翌日計画策定～ＧＣまでの間に脱落した電源に代替する供給力を確保できない

 ＧＣ後に電源脱落が発生する（下図橙斜線部分）

電源脱落
発生

※実際には当該コマ開始直後から計画値通りとはなら
ないと考えられるが、その点は記載省略している～～



8需給変動への対応について（電源脱落）

 発電事業者が代替電源を確保するまで、又は、小売電気事業者が別の発電事業者から調達を行うまでの間は、一般送
配電事業者による調整が必要。

 一般送配電事業者による調整が継続した場合、次の需給変動の発生に備え、調整力の量を回復させる必要がある（特
に、需要変動対応の調整力と電源脱落対応の調整力を兼ねて確保する場合）が、発電事業者又は小売電気事業者によ
るインバランス解消を前提とするのか、一般送配電事業者が確保する必要があるのか。

 このとき、次の点を考慮する必要がある。

 次コマ・次々コマについては、既にＧＣ後であり１時間前市場も閉場しているため、通常、小売電気事業者は代
替電源を確保することが困難と考えられる。

 他方、次々コマの後については、仮に一般送配電事業者が追加的に調整力を確保した場合、発電事業者又は小売
電気事業者が、自ら代替電源を調達する機会を失わしめるおそれがある。

脱落発生コマ

需要曲線
※短時間の変動は記載省略

電源脱落
発生

次コマ 次々コマ

～～

次コマ以降も継続する可能性

時間内変動

需要側インバランス

発電側インバランス

 電源脱落による発電側インバランスが継続する場合



9更なる論点

 自然変動電源の出力変動

30分間

１時間前に確定した
計画値（赤点線）

需要曲線 ※短時間の変動は記載省略

実際の発電量
30分平均（赤実線）

時間内変動

発電側インバランス 一般送配電
事業者が
調整するもの

実際の発電量
（橙実線）

１時間前

 前ページの電源脱落ケースは、供給力（発電量）の下振れのケースであるが、自然変動電源の出力変
動には上振れ・下振れ両方向あること、また、今後、自然変動電源の導入拡大に伴い、変動幅が大き
くなる可能性があることを踏まえた議論が必要。

 発電側インバランスは、自然変動電源の出力予測の正確性に依存。どの程度の精度が確保されるか。
（一般送配電事業者の予測により計画値を設定するＦＩＴインバランス特例制度①と、ＢＧ側で予測
を行い計画値を設定する特例制度②の双方が存在する点に留意が必要。）

 また、時間内変動は、自然変動電源の導入拡大に伴い大きくなる可能性もある一方、平滑化効果が期
待できる可能性もある。どのように考えるべきか。

～～

翌日計画策定時（前日）の
計画値（赤一点鎖線） 翌日計画～ＧＣまでの

見直し分（想定誤差）

※ 本図では、需要側のインバランス、時間
内変動の記載は省略している。



10【参考】第１１回新エネルギー小委員会（4/14）資料２より


